
 

 

 

 

 

 

さ い た ま 市 教 育 委 員 会 会 議 

 

（定  例  会） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月２１日 開催 



 

 

教 育 委 員 会 会 議 

 

日時  令和６年３月２１日（木） 
午後２時００分 

場所  教育委員会室 

 

＜ 次  第 ＞ 

 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

 

３ その他 

 

４ 閉   会 

 

議案第２１号 さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定

について 

 

議案第２２号 さいたま市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令の制定に

ついて 

 

議案第２３号 さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則の制定について 

 

議案第２４号 さいたま市立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

 

議案第２５号 さいたま市教職員健康審査会委員の委嘱及び任命について 【非公開案件】

市長と教育委員会との地方公務員法第２３条の２の規定に基づく協議の一部を改正す

る協議の回答について 

 

市長と教育委員会との地方公務員法第１５条の２の規定に基づく協議の一部を改正す

る協議の回答について 

 



議案第２１号 
 
   さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について 
 
 さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を、別紙のとおり制定する。 
 
  令和６年３月２１日提出 
 
                             さいたま市教育委員会 

                              教育長 竹居 秀子 



 

 

別紙 

さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則（平成１５年さいたま

市教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（内部組織） （内部組織） 

第２条 事務局に、次に掲げる部、課、室及び係を 第２条 事務局に、次に掲げる部、課、室及び係を 

置く。 置く。 

［略］ ［略］ 

 学校教育部  学校教育部 

［略］ ［略］ 
  教育課程指導課   指導１課 

   ［略］    ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

  生徒指導課   指導２課 

管理係 生徒指導対策係 
   学校支援係    生徒指導支援係 

［略］ ［略］ 

 健康教育課  健康教育課 

保健係 保健係 
健康教育係 健康教育係 

 学校給食係 
 おいしい給食サポート課  

給食施設係  

給食会計係  

  

（事務分掌） （事務分掌） 

第３条 前条に規定する部、課及び室の事務分掌 第３条 前条に規定する部、課及び室の事務分掌 

は、おおむね次のとおりとする。 は、おおむね次のとおりとする。 

管理部 管理部 

［略］ ［略］ 

  学校施設整備課   学校施設整備課 

   ⑴ ［略］    ⑴ ［略］ 

   ⑵ 学校施設の建設に関すること。    ⑵ 学校施設（高等学校等を除く。）の建設 



 

 

     に関すること。 

   ⑶ ［略］    ⑶ ［略］ 

  学校施設管理課   学校施設管理課 

   ⑴・⑵ ［略］    ⑴・⑵ ［略］ 

   ⑶ 学校施設台帳に関すること。    ⑶ 学校施設台帳(高等学校等を除く。)に関 

     すること。 

   ⑷ 学校用地に関すること。    ⑷ 学校用地（高等学校等を除く。）に関す 

 ること。 

   ⑸・⑹ ［略］    ⑸・⑹ ［略］ 

⑺ 学校施設の目的外使用(継続的に使用す ⑺ 学校施設(高等学校等を除く。)の目的 

る場合に限る。)に関すること。 外使用(継続的に使用する場合に限る。) 

    に関すること。 

   ⑻ ［略］    ⑻ ［略］ 

 学校教育部  学校教育部 

  ［略］   ［略］ 

  教育課程指導課   指導１課 

     ⑴～( 2 2 ) ［略］ ⑴～( 2 2 ) ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  生徒指導課   指導２課 

⑴～⑹) ［略］ ⑴～⑹ ［略］ 

 ⑺ 生徒指導総合計画の推進に関すること。 

⑺ 潤いの時間「人間関係プログラム」及び ⑻ 潤いの時間「人間関係プログラム」及び 

親子支援プログラムに関すること。 親子支援プログラムに関すること。 

⑻ 地域に開かれた生徒指導の推進に関する ⑼ 地域に開かれた生徒指導の推進に関する 

こと。 こと。 

［略］ ［略］ 

高校教育課 高校教育課 

⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 高等学校等施設の整備計画及び維持管理 

     （他の所管に属するものを除く。）に関す 

     ること。 

 ⑷ 高等学校等施設の目的外使用（継続的に                                                                                                     

 する場合に限る。）に関すること。 

⑶ 高等学校等授業料等事務の連絡調整に関 ⑸ 高等学校等授業料等事務の連絡調整に関 

    すること。     すること。 

   ⑷ 高等学校等の教職員の人事、服務及び研    ⑹ 高等学校等の教職員の人事、服務及び研 

修（他の所管に属するものを除く。）に関 修（他の所管に属するものを除く。）に関 

    すること。     すること。 

⑸ 高等学校等教育に係る指導及び助言（他 ⑺ 高等学校等教育に係る指導及び助言（他 

の所管に属するものを除く。）に関するこ の所管に属するものを除く。）に関するこ 

    と。     と。 

⑹ 中高一貫教育に係る指導及び助言に関す ⑻ 中高一貫教育に係る指導及び助言に関す 

    ること。 ること。 

  健康教育課   健康教育課 

   ⑴～⑷ ［略］    ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ 給食施設の維持に関すること。 
⑸ ［略］ ⑹ ［略］ 



 

 

 ⑺ 学校給食調理場の安全衛生に関すること。

⑹ ［略］ ⑻ ［略］ 
⑺ ［略］ ⑼ ［略］ 
⑻ 医療費援助に関すること。 ⑽ 医療費及び給食費援助に関すること。 
⑼ ［略］ ⑾ ［略］ 
⑽ ［略］ ⑿ ［略］ 
⑾ ［略］ ⒀ ［略］ 
⑿ ［略］ ⒁ ［略］ 
⒀ ［略］ ⒂ ［略］ 
⒁ ［略］ ⒃ ［略］ 
⒂ ［略］ ⒄ ［略］ 
⒃ ［略］ ⒅ ［略］ 

おいしい給食サポート課  

   ⑴ 給食施設の運営及び維持管理に関するこ  
    と。  

⑵ 学校給食調理場の安全衛生に関すること。 

     ⑶ 給食費援助に関すること。  

   ⑷ 学校給食費に関すること。  

   ⑸ 独立行政法人日本スポーツ振興センター  
    災害共済制度掛金保護者負担金の徴収に関  

    すること。  

   ⑹ 学校給食用物資納入業者の登録に関する  
    こと。  

 ［略］  ［略］ 

  

（施設又は機関） （施設又は機関） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 第３類の施設又は機関は、次の表の右欄に掲げ ４ 第３類の施設又は機関は、次の表の右欄に掲げ 

 るとおりとし、同表の左欄に掲げる課、所又は館  るとおりとし、同表の左欄に掲げる課、所又は館 

 が所管する。  が所管する。 

課、所又は館 施設又は機関 

おいしい給食サポート課 学校給食センター 

 ［略］ 
 

課、所又は館 施設又は機関 

健康教育課 学校給食センター 

 ［略］ 
 

５ ［略］ ５ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 



提案理由 

 

 組織改正及び事務分掌の変更等に伴い、さいたま市教育委員会事務局組織規

則の一部を改正するものです。 

 なお、施行期日は、令和６年４月１日です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２２号 
 
   さいたま市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令の制定について 
 
 さいたま市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を、別紙のとおり制定する。 
 
  令和６年３月２１日提出 
 
                             さいたま市教育委員会 

                              教育長 竹居 秀子 



 

 

別紙 

さいたま市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令 

さいたま市教育委員会事務専決規程（平成１５年さいたま市教育委員会教育長訓令

第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

 ⑴～⑼ ［略］  ⑴～⑼ ［略］ 

 ⑽ 副校長 小学校等、高等学校及び中等教育

学校の副校長をいう。 

 ⑽ 副校長 小学校等及び中等教育学校の副校

長をいう。 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

個別専決事項 個別専決事項 

管理部  ［略］ 
 

管理部 ［略］ 
 

  

学校教

育部 

  

 

課所名 

 

専決事項 

 
課
長 

 
部
長 

副
教
育
長 

 ［略］ 

教職員

人事課 

1～10 ［略］ 

11 小学校等の校長の旅行（ 

 引き続き 3 日以上の出張に限

る。）を命令すること。 

 

12・13 ［略］ 

〇   

［略］ 

教育課

程指導

課及び

特別支

援教育

室(共 

通) 

［略］ 

学校教

育部 

  

 

課所名 

 

専決事項 

 
課
長 

 
部
長 

副
教
育
長 

 ［略］ 

教職員

人事課 

1～10 ［略］ 

11 小学校等の校長の旅行（ 

 宿泊を要する県外出張又は連 

 続する 3日以上の出張に限る 

 。）を命令すること。 

12・13 ［略］ 

〇   

［略］ 

指導１

課及び

特別支

援教育

室(共 

通) 

 

［略］ 



 

 

生徒指

導課 

 ［略］ 

［略］ 

高校教

育課 

1～11 ［略］ 

12 高等学校等の校長の旅行（

引き続き 3日以上の出張に限

る。）を命令すること。 

 

13～20 ［略］ 

〇   

健康教

育課 

1～3 ［略］ 

4 児童・生徒の医療費補助の支

給額を決定すること。 

 

 

 

5 ［略］ 

6 ［略］ 

7 ［略］ 

 

○ 

 

 

 

 

  

おいし

い給食

サポー

ト課 

１ 児童・生徒の給食費補助の

支給額を決定すること。 

２ 学校給食施設の備品購入計

画を決定すること。 

３ 学校給食用物資納入業者の

登録をすること。 

○ 

 

○ 

 

○ 

  

 ［略］ 
 

指導２

課 

 ［略］ 

［略］ 

高校教

育課 

1～11 ［略］ 

12 高等学校等の校長の旅行（宿

泊を要する県外出張又は連続す

る 3 日以上の出張に限る。）を

命令すること。 

13～20 ［略］ 

〇   

健康教

育課 

1～3 ［略］ 

4 児童・生徒の医療費補助及び

給食費補助の支給額を決定する

こと。 

5 学校給食施設の備品購入計画

を決定すること。 

6 ［略］ 

7 ［略］ 

8 ［略］ 

 

○ 

 

 

○ 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 ［略］ 
 

  

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

 



提案理由 
 

令和６年度組織改正に伴い、さいたま市教育委員会事務専決規程の所要の改

正を行うものです。 

 なお、施行期日は、令和６年４月１日です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２４号 
 
   さいたま市立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 
 
 さいたま市立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則を、別紙のとおり制定する。 
 
  令和６年３月２１日提出 
 
                             さいたま市教育委員会 

                              教育長 竹居 秀子 



 

 

別紙 

さいたま市立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則 

さいたま市立特別支援学校管理規則（平成１３年さいたま市教育委員会規則第２１

号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 
 

学校名 部名 
修業 

年限 

定員

数 

入学 

資格 

通学 

区域 

さいた

ま市立

ひまわ

り特別

支援学

校 

小学部 ［略］ ６６ ［略］ ［略］ 

中学部   

高等部   

さいた

ま市立

さくら

草特別

支援学

校 

小学部 ［略］ ４８ ［略］ ［略］ 

中学部   

高等部   

学級数については、ひまわり特別支援学校は２２

学級、さくら草特別支援学校は２０学級を上限と

する。 

別表（第２条関係） 
 

学校名 部名 
修業 

年限 

定員

数 

入学 

資格 

通学 

区域 

さいた

ま市立

ひまわ

り特別

支援学

校 

小学部 ［略］ ６６ ［略］ ［略］ 

中学部   

高等部   

さいた

ま市立

さくら

草特別

支援学

校 

小学部 ［略］ ４８ ［略］ ［略］ 

中学部   

高等部   

学級数については、ひまわり特別支援学校は２２

学級、さくら草特別支援学校は１８学級を上限と

する。 

  

附  則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



提案理由 
 

さいたま市立特別支援学校の学級数の上限を変更するため、さいたま市立特

別支援学校管理規則の一部を改正するものです。 

 なお、施行期日は、令和６年４月１日です。 



その他 
 

市長と教育委員会との地方公務員法第２３条の２の規定に基づく協議の一部を改正する協

議の回答について 
 

市長と教育委員会との地方公務員法第２３条の２の規定に基づく市長との協議の回答について

別紙のとおり報告する。 
 

令和６年３月２１日提出 

 

                                さいたま市教育委員会 

                                 教育長 竹居 秀子 

 

 

 





(写)



 

別紙 

   さいたま市教育委員会職員の人事評価に関する要綱の一部を改正する要綱 

 
 さいたま市教育委員会職員の人事評価に関する要綱（平成１９年４月１日施行）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

評価者等 

 

被評価者 

第１次

評価者 

第２次

評価者 
調整者 

［略］ 

係長、主幹、課 

長補佐、副参事、

その他上記相当

職、専門幹 

 ［略］ 

課・室・館・所

長、参事、次長、

副理事、その他 

上記相当職、調 

整幹 

 ［略］ 

部長、総合調整

幹 ※2 

 ［略］ 

 

評価者等 

 

被評価者 

第１次

評価者 

第２次

評価者 
調整者 

 ［略］ 

係長、主幹、課 

長補佐、副参事、

その他上記相当

職 

 ［略］ 

課・室・館・所

長、参事、次

長、副理事、そ

の他上記相当職 

 

 ［略］ 

部長 ※2 

 

 ［略］ 

 

 備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

別表第８を次のように改める。 

別表８（第１２条関係） 
人事評

価の種

類 

適用職員 
評価シートの 

様式 

能力 

評価 

全ての管理職 課長相当職以上 様式第１号 

全ての役職定年職員 
総合調整幹、調整

幹、専門幹 
様式第２号 



 

行政職給料表 

適用職員 

管理職を除

く 

全ての職員 

主査、係長、課長

補佐相当職 
様式第３号 

主事、主任相当職 様式第４号 

医療職給料表 

（２）、（３

） 

適用職員 

管理職を除

く 

全ての職員 

主査、係長、課長

補佐相当職 
様式第５号 

栄養士、看護師、

養護師、主任相当

職 

様式第６号 

技能職給料表適用職員 全ての職員 様式第７号 

業績 

評価 

技能職員以外の職種 

主査相当職以上の

職員 
様式第８号 

主任相当職以下の

職員 
様式第９号 

技能職員 全ての職員 様式第１０号 

人事 

評価 
フルタイム勤務を除く全ての再任用職員 様式第１１号 

 

様式第１０号を様式第１１号とし、様式第２号から様式第９号までを１様式ずつ繰

り下げ、様式第１号の次に次の１様式を加える。 



  

＜能力評価基準＞
評語

a
b
c

（人事評価　総合評価結果）

能力評価 業績評価 総合評価（絶対評価）

※小数点以下第1位を四捨五入

（ 年度） 能力評価シートⅠ〔役職定年職員用〕

職務名

所属

　a　　b　　c

　a　　b　　c

全体の奉仕者として、職責を自覚し、責任を

もって最後までやり遂げ、結果を出そうとする
態度・行動

市民ニーズや業務処理上の問題点を把握し、そ

の解決に最適な方策の立案と実現のための段取
りを組み立て、その効果を検証する能力

市民や組織全体への影響など、様々な状況を総

合的・多角的に把握、理解し、先見性をもって
的確に決断・判断する能力

新しい知識・技術の習得や情報の収集を常に行
い、整理、分析し職務に活用する能力

　a　　b　　c

※裏面は業績評価Ⅰシートとすること。

知識・情報収集

企画・創意工夫

決断・判断

 a 　  b     c
⑮　 　⑨　　 ③

評価期間

通常業務だけではなく、困難課題や新事業に自

主的かつ前向きに取り組み、市民満足度を高め
ようとする意欲的な態度・行動

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

氏名

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

部下・後輩等の能力や適性等に応じて、適切な
指導・サポートを行い、資質を向上させる能力

　月　　日　～　　　月　　日

職員番号

　a　　b　　c

組織や自分の考え・意図を相手に的確に説明し

理解させるとともに、その過程で意見の調整を
行い、最適な結論を導き出し合意を得る能力

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

第２次評価

（評語） （評語・評点） （評語・評点）

自己評価 第１次評価
定義(求められる能力・行動)

部下の士気を高めつつ、組織をまとめ、自ら率
先して進むべき方向に導く能力

 a 　  b     c
⑮　 　⑨　　 ③

 a 　  b     c
⑮　 　⑨　　 ③

　a　　b　　c

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

 a 　  b     c
⑮　 　⑨　　 ③

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

評価

項目

発
揮
能
力

意
欲
・
態
度

評価要素

監督・統率

育成・指導

責任感

0

（評点の範囲） ８５点以上

能力評価×0.5
      ＋

業績評価×0.5

３５点以上５５点未満

評語基準 Ｓ

当該職位に求められる能力、意欲・態度がほぼ期待どおりであり、特に問題はない。

評　語　の　意　味

Ａ

評点
合計

評点
合計

第１次評価者 コメント（評価理由）

Ｃ

調整者 コメント（評価理由）

折衝・説明

当該職位に求められる能力、意欲・態度が期待を上回っており、職員の模範である。

／100／100評点合計

　a　　b　　c

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

　a　　b　　c

　a　　b　　c

協調性 　a　　b　　c

第２次評価者 コメント（評価理由）

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

目標達成・課題解決のために協力する姿勢、ま

たチームワークに貢献し、良好な人間関係を構
築しようとする態度・行動

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

 a 　  b     c
⑩　 　⑥　　 ②

自己評価の理由

積極性

３５点未満

※評価者・調整者の記名・押印は裏面の業績評価シートへ。

７０点以上８５点未満 ５５点以上７０点未満

Ｂ Ｄ

評語
評点
合計

※「期待」とは、「職位に求められる期待役

割」を踏まえた上での着眼点に掲げる行動
水準を指す。当該職位に求められる能力、意欲・態度が期待を下回っており、努力が必要である。不　足

優　秀

普　通



 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



その他 
 

市長と教育委員会との地方公務員法第１５条の２の規定に基づく協議の一部を改正する協

議の回答について 
 

市長と教育委員会との地方公務員法第１５条の２の規定に基づく市長との協議の回答について

別紙のとおり報告する。 
 

令和６年３月２１日提出 

 

                                さいたま市教育委員会 

                                 教育長 竹居 秀子 

 

 

 





(写)



 

別紙 

   さいたま市教育委員会職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する要綱の

一部を改正する要綱 

 
 さいたま市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する要綱（平成２８年４月

１日施行）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（標準的な職及び標準職務遂行能力） （標準的な職及び標準職務遂行能力） 

第２条 標準的な職及び標準職務遂行能力は、次の

表のとおりとする。 

第２条 標準的な職及び標準職務遂行能力は、次の

表のとおりとする。 

（技能職給料表適用者以外） （技能職給料表適用者以外） 

級 
標準的

な職 
標準職務遂行能力 

［略］ 

４

級 

 ［略］ 

主幹・

主任指

導主事 

１～３ ［略］ 

 

 

 

総合調

整幹 

市政・区政の総合調整者 

１ 局・区の政策・方針の決

定を支援し、市政を前進さ

せるために必要な折衝・調

整を行う。 

２ 管理職としてのマネジメ

ントの経験に基づき、幹部

職員をはじめとする管理職

に対し、組織管理のための

監督・統率に関する助言及

び支援を行う。 

３ 実務を通じて培った専門 

 知識及び多様な経験を基に、 

 複雑・困難な業務の遂行者

となる。 

４ 豊富な経験に基づく知

級 
標準的

な職 
標準職務遂行能力 

［略］ 

４

級 

 ［略］ 

主幹・

主任指

導主事 

・参与 

１～３ ［略］ 

４ 豊富な経験に基づく知識、 

 技術の伝承者となる（参与

のみ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

識、技術を後進に伝承する

とともに、人材育成の風土

を醸成し、組織力の向上を

図る。 

調整幹 

施策推進の調整者 

１ 部の施策・方針の構想及 

 び決定を支援するとともに、 

 施策を推進し、実現するた

めに必要な折衝・調整を行

う。 

２ 管理職としてのマネジメ

ントの経験に基づき、管理

職に対し、組織管理のため

の監督・統率に関する助言

及び支援を行う。 

３ 実務を通じて培った専門

知識及び多様な経験を基

に、複雑・困難な業務の遂

行者となる。 

４ 豊富な経験に基づく知識、 

 技術を後進に伝承するとと

もに、人材育成の風土を醸 

 成し、組織力の向上を図る。 

専門幹 

複雑・困難な業務の遂行者 

１ 実務を通じて培った専門 

 知識及び多様な経験を基に、 

 課の複雑・困難な業務の遂

行者となる。 

２ 必要な方策の立案や折衝・ 

 調整を行い、業務を着実に

遂行する。 

３ 管理監督職としてのマネ

ジメントの経験に基づき、

組織運営上の課題の解決や

業務改善に取り組み、課の

管理監督職を支援する。 

４ 豊富な経験に基づく知識、 

 技術を後進に伝承するとと

もに、課の人材育成の風土

を醸成する。 

参与 

事務事業の統括的推進者 

１ 実務を通じて培った専門 

 知識及び多様な経験を基に、 

 課の複雑・困難な業務の遂

行者となる。 

２ 課の方針や事務事業の決

定を支援し、事務事業を推

進し、実現するために必要

な折衝・調整を行う。 

３ 管理職としてのマネジメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ントの経験に基づき、組織

運営上の課題の解決や業務

改善に取り組み、課の管理 

 

 

 監督職を支援する。 

４ 豊富な経験に基づく知識、 

 技術を後進に伝承するとと

もに、課の人材育成の風土

を醸成する。 

 ［略］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 
 

  

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第２３号 
 
   さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 
 
 さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を、別紙のとお

り制定する。 
 
  令和６年３月２１日提出 
 

                             さいたま市教育委員会  

                                 教育長 竹居 秀子  

 

別冊１ 



 

 

さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年さいたま市教

育委員会規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

第２３条 基準日以前６月以内の期間において、第

９条第１項各号に掲げる者が条例の適用を受ける 

教職員となった場合（同項第３号、第４号又は第 

５号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用 

を受ける教職員となった場合に限る。）は、その 

期間内においてそれらの者として在職した期間（ 

同項第２号に掲げる者として在職した期間にあっ 

ては、週当たりの通常の勤務時間が１５時間３０ 

分以上である職員として在職した期間に限る。） 

は、前条第 1 項の勤務期間に算入する。 

第２３条 基準日以前６月以内の期間において、第

９条第１項第１号、第３号、第４号又は第５号に

掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合 

（同項第４号又は第５号に掲げる者にあっては、 

引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に 

限る。）は、その期間内においてそれらの者とし 

て在職した期間は、前条第 1 項の勤務期間に算入 

する。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和６年６月に支給する勤勉手当の勤務期間に算入するこの規則による改正後の

さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（以下「改正後の規則」と

いう。）第２３条第１項に規定する期間（令和５年１２月２日から令和６年３月３

１日までのものに限る。）の算定に当たっては、令和５年１２月２日から令和６年

３月３１日までの期間において改正後の規則第９条第１項第２号に掲げる職員（週

当たりの通常の勤務時間が１５時間３０分以上である職員に限る。）として在職し

た教職員については、改正後の規則第２３条の規定にかかわらず、改正後の規則第

９条の規定により算定した期間を、改正後の規則第２３条第１項に規定する期間と

みなす。 

別紙 



さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規

則の制定について 
 
１ 提案理由 

地方自治法の一部改正等を踏まえ、会計年度任用職員に対し、勤勉手当を

支給することに伴い、所要の改正を行うもの。 
 

 
２ 改正の概要 

教職員の勤勉手当の勤務期間に、会計年度任用職員の勤勉手当の勤務期間

を算入するように措置するもの。 
 
 
３ 施行期日 
 令和６年４月１日 



議案第２６号 
 
   さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について 
 
 さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正する規則を、

別紙のとおり制定する。 
 
  令和６年３月２１日提出 
 

                             さいたま市教育委員会  

                                 教育長 竹居 秀子  

 

別冊２ 



 

 

別紙 

   さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

 さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則（平成２９年さ

いたま市教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（特別休暇） （特別休暇） 

第２４条 条例第１７条の教育委員会規則で定める 

 場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、

 当該各号に定める期間とする。 

第２４条 条例第１７条の教育委員会規則で定める 

 場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、

 当該各号に定める期間とする。 

 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ つわりその他の妊娠に起因する症状のため勤

務することが著しく困難な場合 次に掲げる区

分に応じた期間 

 ⑸ 妊娠中の教職員が妊娠に起因するつわり等の

障害のため勤務することが著しく困難な場合 

２週間の範囲内において必要と認める期間 

  ア 妊娠中の場合 ２週間の範囲内において必

要と認める期間 

 

  イ 妊娠４か月未満で流産した場合 当該流産

の日から引き続く７日以内において必要と認

める期間 

 

 ⑹～⒃ ［略］  ⑹～⒃ ［略］ 

 ⒄ 夏季において心身の健康の維持及び増進又は

家庭生活の充実を図る場合 原則として一の年

の７月から９月までの期間（当該期間が業務の

繁忙期であることその他の業務の事情により当

該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用

することが困難であると認められる教職員にあ

っては、一の年の６月から１０月までの期間）

内における連続する５日の範囲内の期間 

 ⒄ 夏季において心身の健康の維持及び増進又は

家庭生活の充実を図る場合 原則として一の年

の７月から９月までの期間内における連続する

５日の範囲内の期間 

 ⒅～(24) ［略］  ⒅～(24) ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

   附 則 

 （施行期日） 



 

 

１ この規則中第２４条第１項第５号の改正は令和６年４月１日から、同項第１７号

の改正は公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例施行規則第２４条第１項第５号イの規定は、令和６年４月１日以後に同号イに掲

げる場合に該当することとなった教職員について適用する。 

 



さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を

改正する規則の制定について 

 

１ 改正理由 

人事院規則 15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部改正等に伴

い、所要の改正を行うもの。また、併せて妊娠障害休暇の取得要件を拡充す

るもの。 

 

２ 改正の概要 

⑴ 夏季休暇の使用可能期間（７月～９月）が業務の繁忙期であることそ 

の他の業務の事情により当該期間内に休暇の全部又は一部を使用すること

が困難であると認められる教職員について、休暇の使用可能期間を６月～

１０月に拡大するもの。 

⑵ 妊娠障害休暇の対象を、妊娠中の教職員に限らず、妊娠に起因する障害

のある教職員に拡充するもの。 

 

３ 施行期日 

 ⑴ 公布の日 

 ⑵ 令和６年４月１日 



議案第２７号 
 
   さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定について 
 
 さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を、別紙のとおり制定す

る。 
 

 令和６年３月２１日提出 

 

さいたま市教育委員会  

                              教育長 竹居 秀子  
 

 

別冊３ 



 

 

別紙 

さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則（平成１３年さいたま市教育委員会

規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（職種名） （職種名） 

第３条 職員の職種名は、事務職員、技術職員、指

導主事及び技能職員とする。 

第３条 職員の職種名は、事務職員、技術職員及び

技能職員とする。 

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）  
職種名 職務名 

事務職

員、技術

職員又は

指導主事 

［略］ 

 ［略］ 
 

 
職種名 職務名 

事務職員

又は技術

職員 

［略］ 

［略］  
 

  

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



提案理由 
 
 指導主事への若手教員及び６０歳に達した教職経験者の登用を図るため、さ

いたま市教育委員会職員の職名に関する規則について所要の改正を行うもの

です。 

 なお、施行期日は、令和６年４月１日です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


